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告 示■

◎群馬県告示第１７７号

群馬県情報公開条例（平成１２年群馬県条例第８３号）第３９条の規定により、令和２年度における公文書の開

示等についての実施状況を次のとおり公表する。

令和３年５月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 知事が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

請 県庁 ３０２
求
先 地域機関等 ７９９

請 求 件 数 １，１０１

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者１９１件、県内に事務所を有する団体４６３件、県外に住所を有

する者２３９件及び県外に事務所を有する団体２０８件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２年度に 不存在等
処 理 の 内 容

区 分 決定した対
象公文書数 部分開示 非 開 示 件 数

開 示
(うち即日開示)

２年度 ７，９７５ ７，２８０ ６９０ ５ １５８
(４２５)

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

５ ４２ １４ ５ ０ ０ ０ ２８

２ 議会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

議 会 １７
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注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者１５件、県内に事務所を有する団体１件及び県外に事務所を有す

る団体１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２年度 ４ ３ １ ０ １４

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

３ 教育委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

教育委員会 ５５

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者１４件、県内に事務所を有する団体１８件、県外に住所を有する

者１３件及び県外に事務所を有する団体１０件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２年度 １６０ ８２ ７６ ２ ２１

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １

４ 選挙管理委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

選挙管理委員会 ９
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注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者２件、県内に事務所を有する団体２件及び県外に住所を有する者

５件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２年度 １４４ ２３ １２１ ０ ６

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

５ 人事委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

６ 監査委員が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

７ 公安委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

８ 警察本部長が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

警察本部長 １４３

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者８９件、県内に事務所を有する団体１８件、県外に住所を有する

者９件及び県外に事務所を有する団体２７件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２年度 ５９２ ２１３ ３７９ ０ ５３

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況
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（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

２ ６ ０ ２ ０ ０ ０ ６

９ 労働委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１０ 収用委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１１ 内水面漁場管理委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１２ 企業管理者が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

企業管理者 ３５

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者２件、県内に事務所を有する団体６件、県外に住所を有する者４

件及び県外に事務所を有する団体２３件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２年度 ２０２ １６４ ３８ ０ ４

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

１３ 県が設立した地方独立行政法人が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし
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１４ 住宅供給公社が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

住宅供給公社 ６

注 請求者の内訳は、県内に事務所を有する団体３件及び県外に事務所を有する団体３件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２年度 ６ ６ ０ ０ ０

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

◎群馬県告示第１７８号

群馬県個人情報保護条例（平成１２年群馬県条例第８５号。以下「条例」という。）第３５条の規定により、令

和２年度における条例の運用状況を次のとおり公表する。

令和３年５月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）

実施機関名 登録件数

知事 １，９５３
（４５）

議会 ３９

教育委員会 １９９
（３）

選挙管理委員会 ２１

人事委員会 ２０

監査委員 １０

公安委員会 ５

警察本部長 １６７

労働委員会 １３
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収用委員会 ７

内水面漁場管理委員会 ５

企業管理者 ２０

県が設立した地方独立行政法人 ６７

合 計 ２，５２６
（４８）

注 括弧内は、特定個人情報を取り扱う事務の内数である。

２ 開示請求件数、訂正請求件数及び利用停止請求件数

(1) 開示請求件数

（単位：件）

実施機関名 書面による請求 口頭による請求 合計請求件数

知事 ４３ ８４ １２７

教育委員会 ８ ４，０７０ ４，０７８

人事委員会 ０ １６８ １６８

労働委員会 １ ０ １

警察本部長 １２８ ０ １２８

県が設立した地方独立行政法人 ０ １２２ １２２

合 計 １８０ ４，４４４ ４，６２４

注１ 他の実施機関については、開示請求なし。

２ 口頭による開示請求については、令和３年３月末日までに開示期間が開始したものを対象とし、開示

請求件数については、当該期間満了までの件数とした。

(2) 訂正請求件数 ０件

(3) 利用停止請求件数 ０件

３ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する処理の内容

(1) 開示請求に対する処理内容

（単位：件）

区 分 書面による請求 口頭による請求 合 計

開 示 請 求 １８０ ４，４４４ ４，６２４

開 示 決 定 ５８ ４，４４４ ４，５０２
処

部 分 開 示 決 定 １７８ ０ １７８
理

非 開 示 決 定 １ ０ １
内

不 存 在 決 定 等 １２ ０ １２
容
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取 下 げ ３ ０ ３

注１ 一つの開示請求について、複数の決定処分を行う場合があるので、処理内容の合計件数と開示請求の件

数は、一致しない場合がある。

２ 不存在決定等には、拒否決定及び条例第１５条の規定による存否を明らかにしない決定を含む。

(2) 訂正請求に対する処理内容 なし

(3) 利用停止請求に対する処理内容 なし

４ 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

裁 決
繰 越 請 求

取下げ 審査中
却 下 棄 却 認 容件 数 件 数

一 部
認 容

１ １ ０ ０ ０ １ ０ １

公 告■

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１３条第１項の規定により、次のとおり肥料

の登録事項に係る変更の届出があったので、同法第１６条第２項の規定により公告する。

令和３年５月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

肥料の 生産業者 変 更
登録番号 肥料の名称 変更事項 新 旧

種 類 の 名 称 年月日

群馬県登録 炭酸カルシ ５３．０ 白石工業株式 令和３年４月 生産業者の 大阪府大阪市 大阪府大阪市
第１００１ ウム肥料 炭酸カルシ 会社 １日 住所 北区中之島二 中央区北浜三
号 ウム肥料 丁目２番７号 丁目１番４号

群馬県登録 消石灰 ６０．０ 白石工業株式 令和３年４月 生産業者の 大阪府大阪市 大阪府大阪市
第１００２ 消石灰 会社 １日 住所 北区中之島二 中央区北浜三
号 丁目２番７号 丁目１番４号

群馬県登録 消石灰 ６５．０ 白石工業株式 令和３年４月 生産業者の 大阪府大阪市 大阪府大阪市
第１０２１ 消石灰 会社 １日 住所 北区中之島二 中央区北浜三
号 丁目２番７号 丁目１番４号

群馬県登録 炭酸カルシ ５５．０ 白石工業株式 令和３年４月 生産業者の 大阪府大阪市 大阪府大阪市
第１０２２ ウム肥料 炭酸カルシ 会社 １日 住所 北区中之島二 中央区北浜三
号 ウム肥料 丁目２番７号 丁目１番４号

群馬県登録 副産石灰肥 ５５．０ 白石工業株式 令和３年４月 生産業者の 大阪府大阪市 大阪府大阪市
第１０２５ 料 副産石灰 会社 １日 住所 北区中之島二 中央区北浜三
号 丁目２番７号 丁目１番４号
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都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画用途地域の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和３年５月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画用途地域 赤生田地区

２ 都市計画の変更年月日 令和３年４月１６日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び館林市都市建設部都市計画課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和３年５月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画地区計画 赤生田地区

２ 都市計画の変更年月日 令和３年４月１６日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び館林市都市建設部都市計画課

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

館林都市計画地区計画の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和３年５月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画地区計画 邑楽南地区

２ 都市計画の変更年月日 令和３年５月１日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び邑楽町都市建設課

労働委員会告示■

◎群馬県労働委員会告示第２号

地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第５条第２項の規定により、群馬県病院

局の職員が結成し、又は加入する群馬県病院局職員労働組合について、群馬県病院局の職員のうち労働組合法（昭

和２４年法律第１７４号）第２条第１号に規定する者の範囲を令和３年５月１３日次の表のとおり認定した。

なお、地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条第２項の規定による認定の告示（平成３０年群馬県労働委
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正 誤■

○公告正誤

令和３年５月１８日付け公告（開発工事の完了）

発行番号 ページ 行 誤 正

号外第４号 ２ １１ 栗原弘樹 栗 弘樹
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